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令和４年度栃木県手話通訳者養成講習会実施要項

聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、手話通訳に必要な知識及び技術

の指導を行うことにより手話通訳者を養成し、もって聴覚障害者等の福祉の増進を

　　　

図ることを日的とする。．

　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

施主体

　　

社会福祉法人

　

栃木県社会福祉協議会
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対象者

　

栃木県在住で、 通訳者として聞こえに支障がない方で将来栃木県内で手話通訳者と

して活動する意志があり、 次の要件に該当する方。

（１） 手話通訳１・：特定の聴覚障害者と手話で日常会話ができる方

①

　

手話奉仕員養成講習会（基礎課程）の修了者及び修了見込みの方

　

②

　

全国手話検定試験２級以上の方

（２） 手話通訳江：令和３年度までの手話通訳１（基本課程）の修了者

（３） 手話通訳ｍ：令和３年度までの手話通訳ｎ｛応用課程）の修了者

※すでに修了証を取得している課程は再受講不可

　　　　　　

６

　

入講試験の実施

　　　　　　　　　

入講試験 謡，

　　

二・

　　　　　　　　

日 時

　　

令

申込者に対して選考試験を行い、受講の可否を決定する。
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：Ｋ県央会場・県南会場ａ県北会場

　

合同】
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令和４年４月９日 （土） 午前９時３０分～ （通訳ｎ◎通訳頭）
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